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昭和20年代に岡山県であった
医療行為に関する判例

　判例に基づいた、例の解説をとの希望があり、顧問弁護士の先生に聞くと要望があれば、
それにあった症例を探しますとのことでしたが、我が家の本棚を見ていると「判例医療過
誤」医療判例研究会　新日本法規出版社という判例集を見つけました。
　その中より第１編　第１章診療行為で取り上げられている例は広島高裁岡山支部昭和29
年４月13日判決例で「医行為とは、主観的には疾病治療を目的とし、客観的にはその方法
が現代医学に基づき診断治療可能である行為をいう」とあり、興味があったので、今回は
この判例を取り上げました。
　内容は被告人は医師でないのに拘わらず、被診察者に対し自身の右示指をその眼前に突
出してこれを凝視させながら上下左右に動かし病状の診断をした。
　ここに医療行為とは人の疾病治療を目的とし現時医学の是認する方法により診察、治療
をなすこと、換言すれば主観的には疾病治療を目的とし客観的にはその方法が現代医学に
基づくもので診療治療可能のものたるを要すると解される。
　そこで被告人の判示行為が所謂医療行為として認められるかどうか？
　被告人は病気に悩む人より金銭を搾取しようと企て、その手段として上記の診断類似行
為をなし、この病気にはこの薬が特効薬であるからこれを飲めば必ず治るといい、なんら
薬剤的効果の無い焼骨粉を「この薬はうなぎの生胆、蝮、赤蛙、朝鮮人参、猿の脳味噌、
鹿の角等を蒸し焼きにした高貴薬である」と偽って相手方をその旨誤信させ薬代として金
銭を搾取しようとしたものである。
　結論として、この行為は医療行為とは認められないとした判決で、昭和29年に岡山で、
今から60年前にこのようなことでも裁判が行われたが、最近でも同様なことが起こりえる
とも考えられる。現在から見ると、不可解な判例である。
� （文責　中村理事）
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保険医療機関等に係る中国地方の状況について

　中国地方社会保険医療協議会総会が、平成25年４月16日に広島合同庁舎で開催された。本総会は、
支払側委員、診療側委員、公益委員計20人で構成されている。
　総会は、年２回開催される定例総会の他、保険医療機関の取り消し、あるいは取り消し相当といっ
た審議案件があれば随時開催される。昨年は５月、７月、10月と３回開催された。今回の総会では、
審議案件はなく、保険医療機関等に係る中国地方の状況について報告があったのでその概要を記す。
　グラフと表①は、中国５県の保険医、保険薬剤師数の年度推移をまとめたもので、上段のグラフ
と表は、左から鳥取・島根・岡山・広島・山口の県ごとに、それぞれ医師・歯科医師・薬剤師数の
平成22年４月から平成25年４月までの４年間の推移をまとめたものであるが、全体としては、微増
ということで推移している。
　グラフと表②は、中国５県の県別の保険医療機関・保険薬局数の推移をまとめたものであり、医
科の保険医療機関、歯科の医療機関、保険薬局を平成24年４月から平成25年４月まで４年間の推移
で纏めてある。いずれも横ばいという状況で推移している。
　グラフと表③は、新規個別指導の平成21年度から平成24年度までの各県事務所の実施件数を纏め
たものである。平成21年度から平成23年度までの件数は厚生労働本省で公表されたもので、平成24
年度の数値は速報値である。この新規指定個別指導は個別指導をより簡便な方法で行う指導であり、
新たに指定を受けた保険医療機関・保険薬局を対象としており、指定後６ヶ月を経過した時期以降
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